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今年も桜の季節がもう目の前までやって来ています。ふくおかまちづくり協議会では、昨年に引き続き『福

岡ローマン渓谷の桜を楽しもう』を計画しました。ゆっくり時間をかけて歩き、ふるさとの福岡ローマン遊歩道

の桜を楽しんでみませんか？地域の良さを再発見できるかもしれません。 

開催日は、令和６年３月３０日（土）です。詳細は、同時配布の「福岡ローマン渓谷の桜を楽しもう」の申

込書をご覧ください。多くの方の参加をお待ちしております。 

                         

 

 

 

 

 

福岡ローマン橋 さくら公園（旧福岡ふれあい文化センター北側） 

ふくおか地区にある３８町内会はそれぞれに子ども会があります。 

田瀬地区は、地区全体でまとまって毎年活動しています。他地区の子ども会も、いくつか

の町内会が一緒に行事を行なうなど、工夫を凝らして様々な活動をしています。 

青少年健全育成市民会議福岡支部の活動の中の『元気キッズ事業』として、4 地区の子ど

も会に“一人５００円の活動費”と“子ども会安全共済費”の助成をしています。 

 

左義長(本郷子ども会) さかなとふれあい・横川渓谷  
(田瀬地区 子ども会) 

お楽しみ会・夕森国際ますつり場  
(田代・東組子ども会) 

お楽しみ会（元中組子ども会） お楽しみ会・花火 
（中上・大上子ども会） 

お楽しみ会・BBQ（松尾子ども会） 
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《児童・幼児書》 

      スマホアプリはなぜ無料？ 

14歳の世渡り術【松本 健太郎】 

      恐竜世界のサバイバル１・２巻【洪在徹】 

      ジュニア空想科学読本 27【柳田 理科雄】 

      パンどろぼうと 

ほっかほっカー【柴田 ケイコ】 

      大ピンチずかん２  【鈴木 のりたけ】 

      君たちはどう生きるか   【宮崎 駿】       

      おだんごとん   【ガタロー☆マン】 

      おふろさん    【せきぐち ひろみ】        

      ごちそうさま      【accototo】 

      だいふくねこ    【いのぐち まお】 

 

二ツ森ふれあいクラブは、平成 14 年（2002 年）から子ども達の土・日の活動の受け皿

として旧福岡町時代に発足し、スポーツ系・文科系クラブの活動が続いています。 

現在はスポーツ系クラブでは、《Jr.野球》《Jr.バレーボール》《ミニバスケットボール》《柔

道》《剣道》《卓球》《野球》《ソフトボール》《バレーボール》《バスケットボール》《ソフトテ

ニス》、文化系クラブでは《鼓道・清流子ども太鼓》《なんでも体験塾》が活動中です。 

今年度の会員は、小学生・中学生・指導者など総勢２１１名が参加し、それぞれ体力づく

り・技術の向上・仲間づくりなどを目指して活動を行っています。 

令和６年度も二ツ森ふれあいクラブ会員の募集を、学校や保育園を通して行います。興味

のある方は、ぜひご入会下さい。詳細は、事務局（福岡公民館）までお問い合わせください。 

★申込書は、福岡 B＆G・福岡公民館にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《一般書》 

      不調の 9割は腸が解決してくれる【内藤 裕二】 

      人生は DIY            【なつこ】 

      おうちでフラワーサイクルアート【河島 春佳】 

      スープ弁当        【ほりえ ちさこ】 

      読み終えた瞬間、空が美しく見える 

気象のはなし 【荒木 健太郎】    

      さっと漬けて今日食べられる手軽な 

漬け物定番の漬け物【大瀬 由生子】  

      こちら空港警察        【中山 七里】         

      死んでしまえば最愛の人    【小川 有里】      

      星を編む(2024年本屋大賞ノミネート)   【凪良 ゆう】    

      実母と義母          【村井 理子】                     

まだまだたくさんあります。借りに来てね！ 

元禄 2年(1689）、山境争いの一件によって訴訟に負け、家

を焼き、家族 9人を道連れとし法界寺で息子新四郎と差し違

えて自害した新兵衛は、庄屋としての重責に死をもって尽く

したのである。村の人々はこの父子に深い同情を寄せ、焼け

跡の屋敷内に多くの椿の木を植えて弔った。現在でも、その

椿はその昔の悲惨な史実を忍ばせているが、その椿にちなみ

「椿屋敷」と呼ばれるようになった。現在では、屋敷跡に「義

人・田口新兵衛、新四郎屋敷跡」の碑が下野区により昭和１

１年７月７日に建立され、毎年７月７日に供養、祭礼が行わ

れる。尚、北西１００ｍの位置には一家の墓所がある。 

椿屋敷は下野庚申堂より約４００ｍ北の本郷地内にある。 

  (写真集 ふるさとの遺跡探訪より引用) 


